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令和2年度からスタートした「第6次鶴ヶ島市総合計画」。
市の将来像「しあわせ共感 安心のまち つるがしま」の
実現に向けた取組などをお知らせします！

しあわせ共感しあわせ共感
安心のまち安心のまち
つるがしまつるがしま
の実現に向けて
の実現に向けて

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の適用期間を
延長します

問合先　保険年金課国民健康保険担当、高齢者医療担当

住宅の耐震診断・耐震改修に 
補助金を交付します 
　問合先　都市計画課開発建築担当

６
月
30
日
ま
で
適
用
期
間
が
延
長

に
な
り
ま
し
た

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
次
の
要
件
を
満
た
す
方
に
傷

病
手
当
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
ま
た
は
発
熱
な
ど
の
症
状

が
あ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
へ
の
感
染
が
疑
わ
れ
、
そ

の
療
養
の
た
め
仕
事
を
休
ん
だ
方

・
勤
務
先
か
ら
給
与
な
ど
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
方
で
、
療
養
の

た
め
仕
事
を
休
ん
だ
期
間
の
給
与

な
ど
が
支
給
さ
れ
な
い
方

※
　
給
与
収
入
の
全
部
ま
た
は
一

部
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
間

は
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
で
き
ま

せ
ん
。
な
お
、
そ
の
給
与
収
入

が
、
傷
病
手
当
金
よ
り
少
な
い
と

き
は
、
差
額
を
支
給
し
ま
す
　

対
象

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
木
造
２
階
建
て
以
下
の

戸
建
住
宅
ま
た
は
兼
用
住
宅

※
　
耐
震
改
修
は
、
耐
震
診
断
に

よ
る
安
全
性
評
価
が
１・
０
未
満

の
建
築
物

補
助
金
額（
予
算
の
範
囲
内
）

・
耐
震
診
断
　
費
用
の
２
分
の
１

適
用
期
間

・
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和

４
年
６
月
30
日
の
間
で
療
養
の
た

め
連
続
し
て
仕
事
を
休
ん
だ
期
間

の
う
ち
４
日
目
以
降（
入
院
が
継

続
す
る
場
合
は
、
最
長
１
年
６
か

月
ま
で
）

申
請
方
法

　
事
前
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
医
師
の
証
明（
医
療
機

関
を
受
診
し
た
場
合
の
み
）や
事

業
主
の
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

後期高齢者
医療保険

国民健康保険

で
上
限
５
万
円

・
耐
震
改
修
　
費
用
の
１
０
０
分

の
23
で
上
限
20
万
円

着
手
前
に
お
問
い
合
わ
せ
を
！

　
補
助
金
の
交
付
に
は
条
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
耐
震
診
断
・

耐
震
改
修
の
実
施
前
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
す
で
に
着
手
さ

れ
た
方
は
補
助
対
象
外
で
す
。

近年、夏季の猛暑、感染症対策のための換気など、子ども達を取り巻く環境
は年々厳しくなっています。
児童の学習環境の向上を図るため、老朽化による不具合の多かった市内小学
校3校の空調設備を更新しました。
快適な環境で、勉強に、学級活動に、楽しい学校生活を過ごしてください。

	新町小学校
	杉下小学校
	長久保小学校

 小学校の空調設備を更新しました 

今回空調設備を更新したのは・・・
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令
和
４
年
度
か
ら
の
保
険
税
率
な
ど

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
し
て
い
る

方
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、
安

心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
保
険

税
を
負
担
し
合
い
、
お
互
い
に
支
え
合

う
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　
平
成
30
年
度
か
ら
は
県
が
国
民
健
康

保
険
制
度
の
運
営
主
体
と
な
り
、
市
町

村
は
県
か
ら
示
さ
れ
た
標
準
保
険
税
率

を
参
考
に
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納

付
金
を
納
め
る
た
め
の
財
源
と
な
る
国

民
健
康
保
険
税
の
税
率
な
ど
を
決
定
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
県
が
定
め
た
国
保
運
営
方
針

（
第
２
期
）で
は
、
令
和
９
年
度
に
県
内

の
国
民
健
康
保
険
税
の
水
準
を
お
お
む

繰
入
金
の
削
減
で
、
大
変
厳
し
い
財
政

状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
今
後
も
健

全
に
国
民
健
保
険
を
運
営
す
る
た
め

に
、
別
表
の
と
お
り
税
率
の
改
正
が
必

要
と
な
り
ま
し
た
。
国
民
健
康
保
険
加

入
者
の
皆
さ
ん
の
負
担
が
増
加
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
今
後
と
も
国
民
健

康
保
険
の
運
営
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

未
就
学
児
の
均
等
割
額
の
軽
減
額
の
拡
充

　
令
和
４
年
度
以
降
の
国
民
健
康
保
険

税
に
つ
い
て
、
子
育
て
世
帯
へ
の
経
済

ね
統
一
す
る
予
定
で
す
。

　
本
市
の
国
民
健
康
保
険
財
政
は
こ
の

数
年
間
、
毎
年
赤
字
で
す
が
、
被
保
険

者
の
方
の
負
担
増
を
抑
え
る
た
め
、
財

政
調
整
基
金
や
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
を
不
足
分
に
充
て
る
こ
と
で
、
税
率

を
変
更
す
る
こ
と
な
く
運
営
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
近
年
は
一
人
当
た
り
保
険

給
付
費
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
県
に
納

め
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
が

毎
年
増
加
し
、
そ
の
一
方
で
財
政
調
整

基
金
残
高
の
減
少
、
一
般
会
計
か
ら
の

的
負
担
の
軽
減
か
ら
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
未
就
学
児
の
均
等
割

保
険
税
の
５
割
を
軽
減
し
ま
す
。

　
世
帯
の
総
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
金

額
が
一
定
以
下
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る

軽
減
措
置
を
受
け
る
世
帯
の
未
就
学
児

に
つ
い
て
は
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ
た

７
割
・
５
割
・
２
割
の
軽
減
を
し
た
後

の
均
等
割
保
険
税
額
か
ら
５
割
を
軽
減

し
ま
す
。

　
改
正
後
の
税
率
で
計
算
し
た
令
和
４

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書

は
、
７
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
。
　

国民健康保険税の税率などを改正します

問合先　保険年金課国民健康保険担当

 医療分
(0歳～74歳) 	改正前 改正後 比較

所得割額 7.4％ 7.4％ 変更なし
均等割額 1万7000円 2万1000円 ＋4000円

世帯課税限度額 63万円 63万円 変更なし

 後期分
(0歳～74歳) 	改正前 改正後 比較

所得割額 1.6％ 1.6％ 変更なし
均等割額 1万円 1万1000円 ＋1000円

世帯課税限度額 19万円 19万円 変更なし

 介護分
(40歳～64歳) 	改正前 改正後 比較

所得割額 1.2％ 1.5％ ＋0.3％
均等割額 1万円 1万1000円 ＋1000円

世帯課税限度額 17万円 17万円 変更なし

別表　令和4年度国民健康保険税税率改正

税率改正に伴うケース別試算および現行税率との比較
ケース1　30歳夫婦・未就学児2人の4人家族【収入】夫のみ給与収入400万円

改正前 改正後 比較
(年額)

1期当たりの増額
(全8期)

医療分 22万3400円 23万5400円 1万2000円 1500円

後期分 6万7200円 7万 200円 3000円 375円

介護分 － － － －

計 29万 600円 30万5600円 1万5000円 1875円

ケース3　65歳夫婦2人家族【収入】夫年金収入150万円、妻年金収入65万円

改正前 改正後 比較
(年額)

1期当たりの増額
(全8期)

医療分 1万 200円 1万2600円 2400円 300円

後期分 6000円 6600円 600円 75円

介護分 － － － －

計 1万6200円 1万9200円 3000円 375円

ケース2　45歳夫婦・中学生2人の4人家族【収入】夫のみ給与収入500万円

改正前 改正後 比較
(年額)

1期当たりの増額
(全8期)

医療分 29万9600円 31万5600円 1万6000円 2000円

後期分 9万円 9万4000円 4000円 500円

介護分 5万7500円 6万8900円 1万1400円 1425円

計 44万7100円 47万8500円 3万1400円 3925円
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令和4年度国民年金保険料の前納について

問合先　保険年金課国民年金担当

公務員の方の児童手当　

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
令
和
４
年
４
月
か
ら
の
国
民
年

金
保
険
料
は
、
月
額
１
万
６
５
９

０
円
で
す
。
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
は
、
６
か

月
お
よ
び
１
年
前
納
用
も
同
封
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
民
年
金
保
険
料

を
ま
と
め
て
前
払
い（
前
納
）す
る

と
、
割
引
き
が
適
用
さ
れ
お
得
で

す
。

※
　
口
座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
に
よ
る
令
和
４
年
４
月
か
ら

の
前
納
は
、
令
和
４
年
２
月
末
日

で
受
付
を
終
了
し
ま
し
た

　
現
金（
納
付
書
）に
よ
る
２
年
前

納
を
希
望
さ
れ
る
方
は
年
金
事
務

所
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
申
請

書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

　
令
和
４
年
４
月
１
日
付
け
で
公

務
員
に
な
っ
た
方
、
公
務
員
を
退

職
さ
れ
る
方
、
独
立
行
政
法
人
に

出
向
さ
れ
る
方
は
、
手
続
き
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
必
ず
４
月
30
日

㈯
ま
で
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
手
続
き
が
遅
れ
、
過
払
い

に
な
っ
た
場
合
は
、
返
還
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

市
で
の
手
続
き

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

日本年金機構
HPはこちら

納付書での前納の場合

区分 保険料額 割引額

6か月前納 9万8730円 810円

1年前納 19万5550円 3530円

2年前納 38万2780円 1万4540円

１
　
認
定
請
求
手
続
き

　
受
給
者
本
人
の
健
康
保
険
証
、

受
給
者
名
義
の
口
座（
銀
行
名
・

支
店
名
・
口
座
番
号
）が
分
か
る

も
の
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る

も
の（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
通
知

カ
ー
ド
な
ど
）

２
　
消
滅
手
続
き

　
持
ち
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。

勤
務
先
で
の
手
続
き

　
勤
務
先
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

障害者手当などのお知らせ 

問合先　障害者福祉課障害者福祉担当

　
市
で
は
、
次
の
よ
う
な
手
当
の

支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。
①
～
③

の
手
当
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
専

用
の
診
断
書
の
提
出
が
必
要
で

す
。

①
特
別
障
害
者
手
当

対
象
　
20
歳
以
上
で
、
身
体
ま
た

は
精
神
の
重
度
の
障
害
に
よ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
が

必
要
な
状
態
に
あ
る
方
。た
だ
し
、

施
設
に
入
所
中
の
方
、
３
か
月
以

上
継
続
し
て
病
院
ま
た
は
診
療
所

に
入
院
し
て
い
る
方
は
、
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

手
当
額
　
月
額
２
万
７
３
０
０
円

※
　
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

②
障
害
児
福
祉
手
当

対
象
　
20
歳
未
満
で
身
体
障
害
者

手
帳
１
級
、
２
級
の
一
部
、
療
育

手
帳
Ⓐ
を
持
っ
て
い
る
方
。
た
だ

し
、
施
設
に
入
所
中
の
方
は
、
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
当
額
　
月
額
１
万
４
８
５
０
円

※
　
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

③
特
別
児
童
扶
養
手
当

対
象   

20
歳
未
満
で
障
害
の
程
度

が
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１

～
３
級
、
４
級
の
一
部
、
療
育
手

帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１・
２
級
の
一
部
の

障
害
児
の
養
育
者
。
た
だ
し
、
障

害
児
が
施
設
入
所
中
の
方
は
、
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
当
額
　
重
度（
手
当
１
級
）月
額

５
万
２
４
０
０
円
、
中
度（
手
当

２
級
）月
額
３
万
４
９
０
０
円

※
　
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

④
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

対
象
　
65
歳
未
満（
現
在
受
給
中

の
方
は
65
歳
以
上
も
含
む
）で
身

体
障
害
者
手
帳
が
１・
２
級
、
療

育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
お
よ
び
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方（
特

別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手

当
お
よ
び
経
過
措
置
に
よ
る
福
祉

手
当
の
受
給
者
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
入
所
者
は
除

き
ま
す
）

手
当
額
　
月
額
５
０
０
０
円

※
　
市
県
民
税
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
方
は
、
そ
の
年
の
８
月
分
か
ら

翌
年
の
７
月
分
ま
で
、
手
当
が
支

給
停
止
と
な
り
ま
す
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令和4年度国民年金保険料の前納について

問合先　保険年金課国民年金担当

公務員の方の児童手当　

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
令
和
４
年
４
月
か
ら
の
国
民
年

金
保
険
料
は
、
月
額
１
万
６
５
９

０
円
で
す
。
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
は
、
６
か

月
お
よ
び
１
年
前
納
用
も
同
封
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
民
年
金
保
険
料

を
ま
と
め
て
前
払
い（
前
納
）す
る

と
、
割
引
き
が
適
用
さ
れ
お
得
で

す
。

※
　
口
座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
に
よ
る
令
和
４
年
４
月
か
ら

の
前
納
は
、
令
和
４
年
２
月
末
日

で
受
付
を
終
了
し
ま
し
た

　
現
金（
納
付
書
）に
よ
る
２
年
前

納
を
希
望
さ
れ
る
方
は
年
金
事
務

所
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
申
請

書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

　
令
和
４
年
４
月
１
日
付
け
で
公

務
員
に
な
っ
た
方
、
公
務
員
を
退

職
さ
れ
る
方
、
独
立
行
政
法
人
に

出
向
さ
れ
る
方
は
、
手
続
き
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
必
ず
４
月
30
日

㈯
ま
で
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
手
続
き
が
遅
れ
、
過
払
い

に
な
っ
た
場
合
は
、
返
還
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

市
で
の
手
続
き

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

日本年金機構
HPはこちら

納付書での前納の場合

区分 保険料額 割引額

6か月前納 9万8730円 810円

1年前納 19万5550円 3530円

2年前納 38万2780円 1万4540円

１
　
認
定
請
求
手
続
き

　
受
給
者
本
人
の
健
康
保
険
証
、

受
給
者
名
義
の
口
座（
銀
行
名
・

支
店
名
・
口
座
番
号
）が
分
か
る

も
の
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る

も
の（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
通
知

カ
ー
ド
な
ど
）

２
　
消
滅
手
続
き

　
持
ち
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。

勤
務
先
で
の
手
続
き

　
勤
務
先
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

障害者手当などのお知らせ 

問合先　障害者福祉課障害者福祉担当

　
市
で
は
、
次
の
よ
う
な
手
当
の

支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。
①
～
③

の
手
当
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
専

用
の
診
断
書
の
提
出
が
必
要
で

す
。

①
特
別
障
害
者
手
当

対
象
　
20
歳
以
上
で
、
身
体
ま
た

は
精
神
の
重
度
の
障
害
に
よ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
が

必
要
な
状
態
に
あ
る
方
。た
だ
し
、

施
設
に
入
所
中
の
方
、
３
か
月
以

上
継
続
し
て
病
院
ま
た
は
診
療
所

に
入
院
し
て
い
る
方
は
、
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

手
当
額
　
月
額
２
万
７
３
０
０
円

※
　
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

②
障
害
児
福
祉
手
当

対
象
　
20
歳
未
満
で
身
体
障
害
者

手
帳
１
級
、
２
級
の
一
部
、
療
育

手
帳
Ⓐ
を
持
っ
て
い
る
方
。
た
だ

し
、
施
設
に
入
所
中
の
方
は
、
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
当
額
　
月
額
１
万
４
８
５
０
円

※
　
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

③
特
別
児
童
扶
養
手
当

対
象   

20
歳
未
満
で
障
害
の
程
度

が
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１

～
３
級
、
４
級
の
一
部
、
療
育
手

帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１・
２
級
の
一
部
の

障
害
児
の
養
育
者
。
た
だ
し
、
障

害
児
が
施
設
入
所
中
の
方
は
、
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
当
額
　
重
度（
手
当
１
級
）月
額

５
万
２
４
０
０
円
、
中
度（
手
当

２
級
）月
額
３
万
４
９
０
０
円

※
　
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

④
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

対
象
　
65
歳
未
満（
現
在
受
給
中

の
方
は
65
歳
以
上
も
含
む
）で
身

体
障
害
者
手
帳
が
１・
２
級
、
療

育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
お
よ
び
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方（
特

別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手

当
お
よ
び
経
過
措
置
に
よ
る
福
祉

手
当
の
受
給
者
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
入
所
者
は
除

き
ま
す
）

手
当
額
　
月
額
５
０
０
０
円

※
　
市
県
民
税
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
方
は
、
そ
の
年
の
８
月
分
か
ら

翌
年
の
７
月
分
ま
で
、
手
当
が
支

給
停
止
と
な
り
ま
す
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問合先　保険年金課国民年金担当

◆
総
務
部
　
危
機
管
理
課
の
設
置

（
市
役
所
３
階
）

　
こ
れ
ま
で
市
民
生
活
部
安
心
安

全
推
進
課
が
担
当
し
て
い
た
防
災

部
門
が
独
立
し
、
危
機
管
理
に
対

応
す
る
「
危
機
管
理
課
」
を
新
設

し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、「
安
心

安
全
推
進
課
」
を
廃
止
し
ま
す
。

◆
都
市
整
備
部
　
企
業
立
地
課
の

設
置（
市
役
所
２
階
）

　
企
業
誘
致
事
業
に
対
応
す
る

「
企
業
立
地
課
」
を
新
設
し
ま
す
。

◆
健
康
福
祉
部
を
福
祉
部
・
健
康

部
の
２
部
へ
再
編

◆
健
康
部
　
感
染
症
対
策
課
の
設

置（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

を
は
じ
め
と
し
た
感
染
症
対
策
に

対
応
す
る
「
感
染
症
対
策
課
」
を

新
設
し
ま
す
。

☎
２
２
７・９
５
２
２

受
付
窓
口
が
変
わ
り
ま
す

○
交
通
安
全
・
防
犯
関
係（
交
通

災
害
共
済
な
ど
）

→
生
活
環
境
課（
市
役
所
２
階
）

○
子
ど
も
・
大
人
の
予
防
接
種
関

係
な
ど（
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

接
種
な
ど
）

→ 

感
染
症
対
策
課（
保
健
セ
ン
タ

ー
内
）

○
特
定
健
康
診
査
、
後
期
高
齢
者

健
康
診
査
、
特
定
保
健
指
導

→
保
険
年
金
課（
市
役
所
１
階
）

　
一
部
担
当
窓
口
が
変
更
に
な
り

ま
す
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が

出
産
し
た
際
に
は
、
出
産
前
後
の

一
定
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が

免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
産
前
産
後
期
間
と
し
て
認
め
ら

れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
め
た

期
間
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
将
来

の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

　
産
前
産
後
期
間
は
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
が
、
付
加
保
険
料

（
４
０
０
円
）は
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
す
で
に
保
険
料
を
前
納

さ
れ
た
場
合
、
産
前
産
後
期
間
の

保
険
料
は
還
付
と
な
り
ま
す
。

※
　
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日（
４

か
月
）以
上
の
出
産
を
い
い
ま
す

（
死
産
、
流
産
、
早
産
さ
れ
た
方

を
含
み
ま
す
）

対
象
者

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で

出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以

降
の
方

※
　
第
２
号
被
保
険
者（
厚
生
年

金
加
入
者
）は
勤
務
先
へ
お
申
し

出
く
だ
さ
い

免
除
期
間

・
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が

属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間

・
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予

定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月

の
３
か
月
前
か
ら
６
か
月
間

申
請
窓
口

　
市
役
所
保
険
年
金
課（
郵
送
可
）

　
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら

申
請
可
能
で
す
。
※
１

　
出
産
日
前
に
届
書
を
提
出
す
る

場
合
に
は
、
母
子
健
康
手
帳
な
ど

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
※
２

　
ま
た
、
出
産
後
に
提
出
す
る
場

合
は
不
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
被
保
険
者
と
子
が
別

世
帯
の
場
合
に
は
、
出
産
日
な
ど

を
明
ら
か
に
す
る
書
類
が
必
要
で

す
。

※
１
　
届
出
用
紙
は
日
本
年
金
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
か
、
保
険
年
金
課
窓

口
で
お
渡
し
し
ま
す

※
２
　
郵
送
の
場
合
は
出
産
予
定

日
が
確
認
で
き
る
ペ
ー
ジ
の
コ
ピ

ー
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

日本年金機構HP

4月1日から市の組織が変わります

問合先　政策推進課政策担当

企業
立地課

生活
環境課

危機
管理課

3階

2階

1階

秘書
広報課
（秘書担当）

地域
活動
推進課

福祉
政策課

区画
整理課

道路
建設課

産業
振興課
農業
委員会

健康
長寿課

障害者
福祉課

介護
保険課

都市
計画課

人事課

吹抜

総務
人権
推進課

市民課

こども支援課

税務課

収納課
西口玄関

東口玄関

ロビー

会計課

保険年金課
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日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る
20
歳

以
上
60
歳
未
満
の
学
生
や
自
営
業

な
ど
の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入

し
、
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
学
生
に
つ
い
て
は
納
付
が
困

難
な
場
合
、
本
人
の
前
年
所
得
が

基
準
以
下
で
あ
れ
ば
、
保
険
料
の

納
付
義
務
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
承
認
さ
れ
る
と
納

付
猶
予
と
な
っ
た
期
間
が
年
金
の

受
給
資
格
期
間（
※
）に
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
将
来
へ

の
大
切
な
備
え
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
納
付
猶
予
と
な
っ
た
期
間
は

将
来
の
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
が
、
猶
予
さ
れ
た
期
間
の
保

険
料
は
、
承
認
さ
れ
て
か
ら
10
年

以
内
に
納
付（
追
納
）す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
年

度
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３

年
度
目
以
降
は
、
当
時
の
保
険
料

額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め

の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
付
し
た
保
険
料
は
所

得
税
、
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控

除
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
　
将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
た
め
に
必
要
な
保
険
料
納

付
済
期
間
な
ど（
10
年
以
上
）の
こ

と

🆀🆀　2月で20歳になり、納付書が届きましたが未払
いのままです。これから学生納付特例の申請はでき
ますか？

🅐🅐　学生納付特例は2年1か月までさかのぼって申請
することができます。しかし、申請が遅れると、申
請日前に生じた不慮の事故や病気による障害年金を
受けられなくなる場合がありますので、お早めに手
続きをお願いします。

🆀🆀　学生納付特例は一度申請すれば卒業するまで継
続しますか？

🅐🅐　年度ごとに申請する必要があります。令和3年度
に学生納付特例を承認された方で令和4年度中も在学
予定の方には、日本年金機構から送付されるハガキ
形式の申請書を返送することでも申請ができます。

🆀🆀　学校が変わったときもハガキ形式の申請書で手
続きできますか？

🅐🅐　大学院に進学する場合や短期大学から4年制大
学に編入する場合など学校が変わったときは、ハガ
キ形式の申請書では手続きできません。

🆀🆀　学生ではなくなったときはどうなりますか？

🅐🅐　卒業などで学生ではなく国民年金に加入してい
る場合、学生納付特例は終了します。また、収入が
なく、国民年金保険料を納めることが難しいときは、
国民年金保険料を免除または猶予する制度がありま
す。市役所または年金事務所へ申請書を提出してく
ださい。また、郵送による提出もできますのでご利
用ください。

🆀🆀　3月で卒業し、4月から勤務先で厚生年金に加入
しましたが、納付書が届きました。手続きする必要
はありますか？

🅐🅐　市役所などへの届出は必要ありません。納付書
は行き違いにより届いたものですので、納付せず破
棄してください。

🆀🆀　追納の手続きはどのようにすればよいのですか？

🅐🅐　国民年金保険料追納申込書に必要事項を記入
し、年金事務所に申請すると、後日追納用の納付書
が届きますので、金融機関やコンビニなどで納めて
ください。
なお、国民年金保険料追納申込書の取得方法は、以
下のいずれかのとおりです。
・年金事務所へ電話して取り寄せる。
・日本年金機構のホームページからダウンロードする。
・市役所保険年金課窓口で受け取る。

「学生納付特例制度」の申請はお済みですか？  

問合先　保険年金課国民年金担当

対象者

大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特
別支援学校、専修学校および各種学校(学校教育法で規
定されている修業年限が1年以上の課程)、一部の海外大
学の日本分校に在籍している学生
※　所得が 128 万円＋扶養親族数 ×38 万円＋社会保険
料控除などを計算した額以下である方

申請方法
年度ごとに市役所または年金事務所の窓口で申請書を提出
※　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、郵送に
よる申請書の提出もご利用ください

申請に
必要なもの

①本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポー
トなど)
※　代理人が来る場合は代理人の本人確認書類(別世帯の
代理人の場合は委任状も必要です)
②基礎年金番号通知書または年金手帳
③申請年度に有効な学生証(両面コピー可)または在学証明
書(原本)　
④申請書（市役所保険年金課窓口にあります。または日本
年金機構のホームページからダウンロードできます）

学生納付
特例

老齢基礎年金 障害・遺族基礎年金

受給資格期間
への算入

年金額への
反映 受給資格期間への算入

○ × ○

日本年金機構HP「学生のみなさまへ」

【学生納付特例に関するQ＆A】
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日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る
20
歳

以
上
60
歳
未
満
の
学
生
や
自
営
業

な
ど
の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入

し
、
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
学
生
に
つ
い
て
は
納
付
が
困

難
な
場
合
、
本
人
の
前
年
所
得
が

基
準
以
下
で
あ
れ
ば
、
保
険
料
の

納
付
義
務
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
承
認
さ
れ
る
と
納

付
猶
予
と
な
っ
た
期
間
が
年
金
の

受
給
資
格
期
間（
※
）に
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
将
来
へ

の
大
切
な
備
え
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
納
付
猶
予
と
な
っ
た
期
間
は

将
来
の
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
が
、
猶
予
さ
れ
た
期
間
の
保

険
料
は
、
承
認
さ
れ
て
か
ら
10
年

以
内
に
納
付（
追
納
）す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
年

度
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３

年
度
目
以
降
は
、
当
時
の
保
険
料

額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め

の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
付
し
た
保
険
料
は
所

得
税
、
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控

除
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
　
将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
た
め
に
必
要
な
保
険
料
納

付
済
期
間
な
ど（
10
年
以
上
）の
こ

と

🆀🆀　2月で20歳になり、納付書が届きましたが未払
いのままです。これから学生納付特例の申請はでき
ますか？

🅐🅐　学生納付特例は2年1か月までさかのぼって申請
することができます。しかし、申請が遅れると、申
請日前に生じた不慮の事故や病気による障害年金を
受けられなくなる場合がありますので、お早めに手
続きをお願いします。

🆀🆀　学生納付特例は一度申請すれば卒業するまで継
続しますか？

🅐🅐　年度ごとに申請する必要があります。令和3年度
に学生納付特例を承認された方で令和4年度中も在学
予定の方には、日本年金機構から送付されるハガキ
形式の申請書を返送することでも申請ができます。

🆀🆀　学校が変わったときもハガキ形式の申請書で手
続きできますか？

🅐🅐　大学院に進学する場合や短期大学から4年制大
学に編入する場合など学校が変わったときは、ハガ
キ形式の申請書では手続きできません。

🆀🆀　学生ではなくなったときはどうなりますか？

🅐🅐　卒業などで学生ではなく国民年金に加入してい
る場合、学生納付特例は終了します。また、収入が
なく、国民年金保険料を納めることが難しいときは、
国民年金保険料を免除または猶予する制度がありま
す。市役所または年金事務所へ申請書を提出してく
ださい。また、郵送による提出もできますのでご利
用ください。

🆀🆀　3月で卒業し、4月から勤務先で厚生年金に加入
しましたが、納付書が届きました。手続きする必要
はありますか？

🅐🅐　市役所などへの届出は必要ありません。納付書
は行き違いにより届いたものですので、納付せず破
棄してください。

🆀🆀　追納の手続きはどのようにすればよいのですか？

🅐🅐　国民年金保険料追納申込書に必要事項を記入
し、年金事務所に申請すると、後日追納用の納付書
が届きますので、金融機関やコンビニなどで納めて
ください。
なお、国民年金保険料追納申込書の取得方法は、以
下のいずれかのとおりです。
・年金事務所へ電話して取り寄せる。
・日本年金機構のホームページからダウンロードする。
・市役所保険年金課窓口で受け取る。

「学生納付特例制度」の申請はお済みですか？  

問合先　保険年金課国民年金担当

対象者

大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特
別支援学校、専修学校および各種学校(学校教育法で規
定されている修業年限が1年以上の課程)、一部の海外大
学の日本分校に在籍している学生
※　所得が 128 万円＋扶養親族数 ×38 万円＋社会保険
料控除などを計算した額以下である方

申請方法
年度ごとに市役所または年金事務所の窓口で申請書を提出
※　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、郵送に
よる申請書の提出もご利用ください

申請に
必要なもの

①本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポー
トなど)
※　代理人が来る場合は代理人の本人確認書類(別世帯の
代理人の場合は委任状も必要です)
②基礎年金番号通知書または年金手帳
③申請年度に有効な学生証(両面コピー可)または在学証明
書(原本)　
④申請書（市役所保険年金課窓口にあります。または日本
年金機構のホームページからダウンロードできます）

学生納付
特例

老齢基礎年金 障害・遺族基礎年金

受給資格期間
への算入

年金額への
反映 受給資格期間への算入

○ × ○

日本年金機構HP「学生のみなさまへ」

【学生納付特例に関するQ＆A】
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「つるがしま男女共同参画推進プラン(第6次)」を策定しました

問合先　女性センター☎287・4755

　
市
で
は
、令
和
４
年
３
月
に「
つ

る
が
し
ま
男
女
共
同
参
画
推
進
プ

ラ
ン（
第
６
次
）」
を
策
定
し
ま
し

た
。
こ
の
計
画
は
、
令
和
４
年
度

か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
５
年
間

の
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策

を
、
総
合
的
に
実
施
す
る
た
め
の

行
動
計
画
で
す
。

　
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
す
べ
て

の
方
々
と
と
も
に
、「
人
権
が
尊

重
さ
れ
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く

個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
ま

ち
」
を
目
指
し
、
男
女
共
同
参
画

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
も
、
自
分
に
で

き
る
こ
と
を
考
え
、
行
動
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

４
つ
の
基
本
目
標

基
本
目
標
Ⅰ
　
男
女
共
同
参
画
の

意
識
づ
く
り

基
本
目
標
Ⅱ
　
女
性
の
活
躍
と
ワ

ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推

進
　

「
鶴
ヶ
島
市
女
性
活
躍
推
進
計
画
」

基
本
目
標
Ⅲ
　
す
こ
や
か
で
安
心

で
き
る
安
全
な
暮
ら
し
の
実
現

「
鶴
ヶ
島
市
Ｄ
Ｖ
対
策
基
本
計
画
」

基
本
目
標
Ⅳ
　
男
女
共
同
参
画
を

推
進
す
る
体
制
の
充
実

【
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
な
ど
】

　
令
和
２
年
度
に
実
施
し
た
「
男

女
共
同
参
画
に
関
す
る
市
民
意
識

調
査
」
の
結
果
を
踏
ま
え
、
市
民

コ
メ
ン
ト
制
度
に
基
づ
く
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を
参
考
に

し
て
、
鶴
ヶ
島
市
男
女
共
同
参
画

推
進
委
員
会
に
ご
審
議
い
た
だ
き

ま
し
た
。

【
前
計
画
と
の
違
い
】

　
第
６
次
プ
ラ
ン
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

を
は
じ
め
と
し
た
社
会
情
勢
の
変

化
や
新
た
な
課
題
に
対
応
す
る
た

め
、必
要
な
取
組
を
加
え
ま
し
た
。

・
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
受
け
た
女

性
へ
の
支
援（
就
業
支
援
、
Ｄ
Ｖ

へ
の
対
応
、
生
理
の
貧
困
へ
の
対

応
な
ど
）

・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
創

設
に
向
け
た
性
の
多
様
性
に
対
す

る
理
解
促
進

・
家
事
・
育
児
・
介
護
な
ど
を
担

う
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援

若葉駅前出張所の業務を案内します

問合先　若葉駅前出張所☎272・5611、パスポートコーナー☎272・5622

【
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
】

業
務
日
・
時
間
　
月
～
金
曜
日
　

９
時
～
17
時
30
分（
木
曜
日
の
み

21
時
ま
で･

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
交
付
は
20
時
ま
で
）

取
扱
業
務
　
○
住
民
票
の
写
し

（
除
票
）、
印
鑑
登
録･

印
鑑
証
明
、

戸
籍
証
明・課
税（
非
課
税・所
得
）

証
明
書
の
発
行

○
住
民
異
動
届
の
受
付

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

支
援
・
交
付
、
電
子
証
明
書
の
発

行
・
更
新（
申
請
は
土
・
日
曜
日

９
時
～
17
時
30
分
ま
で
可
）

○
つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
特
別

乗
車
証
の
申
請
・
交
付
、
子
育
て

応
援
フ
リ
ー
パ
ス

○
こ
ど
も
医
療
費
助
成
金
支
給
申

請
書
受
付

○
国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費
支

給
申
請
書
受
付

○
市
町
村
交
通
災
害
共
済
の
加
入

手
続

※
　
内
容
に
よ
っ
て
は
取
り
扱
い

で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

【
パ
ス
ポ
ー
ト
コ
ー
ナ
ー
】

対
象
　
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る

方
、
ま
た
は
居
所
の
あ
る
方

申
請
　
月
～
金
曜
日
９
時
～
16
時

30
分

交
付
　
月
・
火
・
水
・
金
曜
日
９

時
～
17
時
30
分
、
木
曜
日
９
時
～

21
時
、
日
曜
日
９
時
～
17
時
30
分

受
取
時
間
　
土
・
日
曜
日
、
祝
日
　

９
時
～
17
時
30
分

対
象
　
本
人
と
同
一
世
帯
の
方

（
委
任
状
の
対
応
不
可
）

予
約
方
法
　
事
前
に
若
葉
駅
前
出

★
各
種
証
明
書（
戸
籍
証
明
を
除
く
）の
予
約
受
取
が
可
能

張
所
へ
電
話
予
約
。
予
約
は
同
一

週
の
受
付
と
し
、
月
～
金
曜
日
の

17
時
30
分
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す

（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
前
の

週
に
予
約
を
受
付
け
ま
す
）。

　
市
民
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
は
、

３
月
31
日
で
廃
止
と
な
り
ま
し

た
。
印
刷
機
・
大
型
プ
リ
ン
タ
ー

は
引
き
続
き
利
用
で
き
ま
す
。

市
民
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
し
ま
し
た　

市
民
活
動
の
支
援
に
関
す
る
業

務
は
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
が
引
き

継
ぎ
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
、

皆
さ
ん
が
自
ら
で
き
る
こ
と
を
実
践
し
て
み
て
く
だ
さ
い
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春の全国交通安全運動を実施します 

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

　
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
づ
け

る
こ
と
に
よ
り
交
通
事
故
を
防
止

す
る
た
め
、
春
の
全
国
交
通
安
全

運
動
を
実
施
し
ま
す
。
　

　
４
月
は
新
生
活
の
始
ま
る
季
節

で
す
。
ど
こ
か
気
持
ち
が
慌
た
だ

し
く
な
り
、
気
が
そ
れ
て
し
ま
い

が
ち
で
す
。
焦
り
や
不
安
は
、
事

故
を
引
き
起
こ
す
大
き
な
要
因
と

な
り
ま
す
。
自
分
自
身
を
交
通
事

故
か
ら
守
る
た
め
に
、
時
間
と
心

に
余
裕
を
持
ち
、
交
通
ル
ー
ル
と

マ
ナ
ー
を
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

「
ち
ょ
っ
と
ス
マ
ホ
の
画
面
を
み

る
だ
け
だ
か
ら･･･

」、「
カ
ー
ナ

ビ
で
確
認
す
る
だ
け
だ
か
ら･･･

」

と
い
う
過
信
か
ら
生
ま
れ
る
「
な

が
ら
運
転
」は
非
常
に
危
険
で
す
。

　
な
が
ら
運
転
と
は
、
運
転
中
に

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン（
携
帯
電
話
）や

カ
ー
ナ
ビ
を
注
視
・
操
作
す
る
こ

と
な
ど
の
総
称
で
、
道
路
交
通
法

に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
動
車
だ
け
で
な
く
、
バ
イ
ク
や

原
動
機
付
自
転
車
な
ど
も
含
ま
れ

ま
す
。

　
な
が
ら
運
転
が
原
因
で
多
く
の

事
故
が
発
生
し
て
お
り
、
重
大
な

事
故
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
極
め

て
高
い
危
険
な
行
為
で
す
。
前
方

を
見
な
い
ま
ま
走
れ
ば
、
歩
行
者

や
停
止
車
両
が
目
に
入
っ
た
と
き

に
ブ
レ
ー
キ
が
間
に
合
わ
な
く
な

る
だ
け
で
な
く
、
前
方
を
し
っ
か

り
と
確
認
し
て
い
る
場
合
と
比
べ

て
ブ
レ
ー
キ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
遅

く
な
る
た
め
、
速
い
ス
ピ
ー
ド
で

衝
突
す
る
可
能
性
も
高
く
、
重
大

な
事
故
を
招
き
ま
す
。 

　
カ
ー
ナ
ビ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

は
車
を
安
全
な
場
所
に
止
め
て
操

作
を
行
う
こ
と
を
徹
底
し
ま
し
ょ

う
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
、
運
転

前
に
電
源
を
切
っ
た
り
、
ド
ラ
イ

ブ
モ
ー
ド
に
設
定
し
た
り
す
る
な

ど
し
、
呼
出
音
が
鳴
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
も
、
な
が
ら
運
転
を

予
防
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。 

実
施
期
間

４
月
６
日
㈬
か
ら
15
日
㈮
ま
で

市
運
動
重
点

な
が
ら
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
防

止街
頭
指
導

日
時
　
４
月
７
日
㈭
14
時
～

場
所
　
ワ
カ
バ
ウ
ォ
ー
ク

監査委員は市の事務をチェックします 

問合先　監査委員事務局

　
監
査
制
度
の
目
的
は
、
市
の
財

務
会
計
事
務
や
事
務
事
業
の
執
行

が
、
公
正
で
合
理
的
か
つ
効
率
的

に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
監
査

し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と

に
よ
り
、
行
財
政
運
営
の
健
全
性

と
透
明
性
を
確
保
し
、
市
民
福
祉

の
増
進
と
市
政
へ
の
信
頼
確
保
に

努
め
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
監
査
委
員
は
、
地
方
自
治
法
の

規
定
に
基
づ
く
必
置
機
関
で
、
そ

の
法
定
数
は
原
則
２
人
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
監
査
の
種
類
は
、
監
査
計
画
を

定
め
て
行
う
監
査
と
市
民
の
請

求
、
議
会
や
市
長
の
要
求
な
ど
に

よ
り
行
う
監
査
が
あ
り
ま
す
。

※
　
監
査
結
果
は
、
随
時
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す

種　類 事　務　の　内　容 予　定

例月出納検査 会計管理者の行う出納事務が適正に行われて
いるかを検査します 毎　月

定 例 監 査 各課の財務会計事務を中心として、その執行
が適正に行われているかを監査します 	10～2月

工 事 監 査
定例監査の一環として、請負契約の金額が原
則1000万円以上となる工事の中から監査を実
施します

随　時

財政援助団体など
に対する監査

市が財政的援助を行っている団体または市の
施設の管理運営を委託している指定管理者に
対し、補助金や委託金が適正に使用されてい
るかなどを監査します

10・11月

決 算 審 査 一般会計および特別会計（国民健康保険特別会
計など）の歳入歳出決算について、審査します 6・7月

基金運用状況審査 決算審査に併せ、定額の資金を運用する基金
について、その運用状況を審査します 6月

財政健全化審査

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結
実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）
およびその資料が適正に算定されているかを
審査します

8月
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春の全国交通安全運動を実施します 

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

　
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
づ
け

る
こ
と
に
よ
り
交
通
事
故
を
防
止

す
る
た
め
、
春
の
全
国
交
通
安
全

運
動
を
実
施
し
ま
す
。
　

　
４
月
は
新
生
活
の
始
ま
る
季
節

で
す
。
ど
こ
か
気
持
ち
が
慌
た
だ

し
く
な
り
、
気
が
そ
れ
て
し
ま
い

が
ち
で
す
。
焦
り
や
不
安
は
、
事

故
を
引
き
起
こ
す
大
き
な
要
因
と

な
り
ま
す
。
自
分
自
身
を
交
通
事

故
か
ら
守
る
た
め
に
、
時
間
と
心

に
余
裕
を
持
ち
、
交
通
ル
ー
ル
と

マ
ナ
ー
を
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

「
ち
ょ
っ
と
ス
マ
ホ
の
画
面
を
み

る
だ
け
だ
か
ら･･･

」、「
カ
ー
ナ

ビ
で
確
認
す
る
だ
け
だ
か
ら･･･

」

と
い
う
過
信
か
ら
生
ま
れ
る
「
な

が
ら
運
転
」は
非
常
に
危
険
で
す
。

　
な
が
ら
運
転
と
は
、
運
転
中
に

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン（
携
帯
電
話
）や

カ
ー
ナ
ビ
を
注
視
・
操
作
す
る
こ

と
な
ど
の
総
称
で
、
道
路
交
通
法

に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
動
車
だ
け
で
な
く
、
バ
イ
ク
や

原
動
機
付
自
転
車
な
ど
も
含
ま
れ

ま
す
。

　
な
が
ら
運
転
が
原
因
で
多
く
の

事
故
が
発
生
し
て
お
り
、
重
大
な

事
故
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
極
め

て
高
い
危
険
な
行
為
で
す
。
前
方

を
見
な
い
ま
ま
走
れ
ば
、
歩
行
者

や
停
止
車
両
が
目
に
入
っ
た
と
き

に
ブ
レ
ー
キ
が
間
に
合
わ
な
く
な

る
だ
け
で
な
く
、
前
方
を
し
っ
か

り
と
確
認
し
て
い
る
場
合
と
比
べ

て
ブ
レ
ー
キ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
遅

く
な
る
た
め
、
速
い
ス
ピ
ー
ド
で

衝
突
す
る
可
能
性
も
高
く
、
重
大

な
事
故
を
招
き
ま
す
。 

　
カ
ー
ナ
ビ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

は
車
を
安
全
な
場
所
に
止
め
て
操

作
を
行
う
こ
と
を
徹
底
し
ま
し
ょ

う
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
、
運
転

前
に
電
源
を
切
っ
た
り
、
ド
ラ
イ

ブ
モ
ー
ド
に
設
定
し
た
り
す
る
な

ど
し
、
呼
出
音
が
鳴
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
も
、
な
が
ら
運
転
を

予
防
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。 

実
施
期
間

４
月
６
日
㈬
か
ら
15
日
㈮
ま
で

市
運
動
重
点

な
が
ら
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
防

止街
頭
指
導

日
時
　
４
月
７
日
㈭
14
時
～

場
所
　
ワ
カ
バ
ウ
ォ
ー
ク

監査委員は市の事務をチェックします 

問合先　監査委員事務局

　
監
査
制
度
の
目
的
は
、
市
の
財

務
会
計
事
務
や
事
務
事
業
の
執
行

が
、
公
正
で
合
理
的
か
つ
効
率
的

に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
監
査

し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と

に
よ
り
、
行
財
政
運
営
の
健
全
性

と
透
明
性
を
確
保
し
、
市
民
福
祉

の
増
進
と
市
政
へ
の
信
頼
確
保
に

努
め
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
監
査
委
員
は
、
地
方
自
治
法
の

規
定
に
基
づ
く
必
置
機
関
で
、
そ

の
法
定
数
は
原
則
２
人
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
監
査
の
種
類
は
、
監
査
計
画
を

定
め
て
行
う
監
査
と
市
民
の
請

求
、
議
会
や
市
長
の
要
求
な
ど
に

よ
り
行
う
監
査
が
あ
り
ま
す
。

※
　
監
査
結
果
は
、
随
時
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す

種　類 事　務　の　内　容 予　定

例月出納検査 会計管理者の行う出納事務が適正に行われて
いるかを検査します 毎　月

定 例 監 査 各課の財務会計事務を中心として、その執行
が適正に行われているかを監査します 	10～2月

工 事 監 査
定例監査の一環として、請負契約の金額が原
則1000万円以上となる工事の中から監査を実
施します

随　時

財政援助団体など
に対する監査

市が財政的援助を行っている団体または市の
施設の管理運営を委託している指定管理者に
対し、補助金や委託金が適正に使用されてい
るかなどを監査します

10・11月

決 算 審 査 一般会計および特別会計（国民健康保険特別会
計など）の歳入歳出決算について、審査します 6・7月

基金運用状況審査 決算審査に併せ、定額の資金を運用する基金
について、その運用状況を審査します 6月

財政健全化審査

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結
実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）
およびその資料が適正に算定されているかを
審査します

8月




